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養

老

町

第

二

回

臨

時

会

会

議

録

平
成
二
十
七
年
第
二
回
養
老
町
議
会
の
臨
時
会
を
養
老
町
議
会
議
事
堂
に

招
集
さ
れ
た
の
で
会
議
を
開
い
た
。

そ
の
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
事
日
程

（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
六
日
第
一
日
）

日
程
第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

日
程
第
二

会
期
の
決
定

日
程
第
三

諸
般
の
報
告

日
程
第
四

議
案
第
三
十
七
号

養
老
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
本
日
の
議
長
並
び
に
出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

議

長

松

永

民

夫

○
出

席

議

員

二

番

長

澤

龍

夫

三

番

大

橋

三

男

四

番

三

田

正

敏

五

番

吉

田

太

郎

六

番

早

崎

百
合
子

七

番

野

村

永

一

八

番

田

中

敏

弘

九

番

松

永

民

夫

十

番

皆

川

雅

子

十

一

番

中

村

辰

夫

十

三

番

水

谷

久
美
子

○
欠

席

議

員

な

し

○
欠

員

二

名

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

町

長

大

橋

孝

副

町

長

西

脇

正

博

並

河

清

次

総

務

部

長

問

山

孝

通

田

中

信

行

田

中

隆

総
務
部
税
務
課
長

渡

邊

章

博

住

民

福

祉

部

長

日

比

重

喜

佐

藤

嘉

但

野

村

博

治

佐

藤

昌

子

産

業

建

設

部

長

柏

渕

裕

昭

住

民

福

祉

部

住

民

人

権

課

長

住

民

福

祉

部

生

活

環

境

課

長

住

民

福

祉

部

健

康

福

祉

課

長

教

育

長

兼

教
育
委
員
会
事
務
局
長

総

務

部

企

画

政

策

課

長

総

務

部

参

事

兼

総

務

課

長



－２－ 

川

地

豊

己

山

中

秀

樹

伊

藤

博

文

桐

山

一

則

加

藤

敏

博

松

岡

弘

泰

久
保
寺

利

明

伊

藤

公

一

消

防

長

堀

田

明

男

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
職
務
の
た
め
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

議

会

事

務

局

長

西

脇

和

信

議
会
事
務
局
書
記

稲

川

諭
実
彦

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
開
会
時
間

午
後
四
時
）

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

こ
ん
に
ち
は
。

平
成
二
十
七
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
す
る
に
当
た
り
、
議

員
並
び
に
執
行
部
各
位
に
は
何
か
と
御
多
用
の
中
、
御
出
席
を
賜
り
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

開
議
に
先
立
ち
、
町
民
憲
章
の
朗
唱
を
行
い
ま
す
。
全
員
の
御
起
立
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
傍
聴
席
の
皆
さ
ん
も
御
一
緒
に
お
願
い
し
ま
す
。

―
―

「
町
民
憲
章
」
朗
唱

―
―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
着
席
く
だ
さ
い
。

本
日
の
会
議
は
、
全
員
の
出
席
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
執
行
部
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
高
木
水
道
課
長
に
か
わ
っ
て
桐
山

水
道
課
主
幹
に
出
席
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
臨
時
会
開
会
中
、
報
道
機
関
に
限
り
傍
聴
席
よ
り
議
場
内
の
会

議
の
状
況
に
つ
い
て
、
取
材
の
た
め
の
写
真
撮
影
を
許
可
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
七
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
し
、

本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
し
ま
す
。

会
議
規
則
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
十
一
番

中
村
辰
夫
君
、
十

三
番

水
谷
久
美
子
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

次
に
、
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
し
ま

す
。こ

こ
で
、
三
月
二
十
三
日
、
議
会
運
営
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
本
臨
時
会

の
日
程
等
に
つ
い
て
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長

田
中
敏
弘
君
。

○
議
会
運
営
委
員
長
（
田
中
敏
弘
君
）

議
長
の
命
を
受
け
ま
し
て
、
議
会
運

営
委
員
会
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

三
月
二
十
三
日
午
後
四
時
二
十
分
よ
り
、
委
員
及
び
正
・
副
議
長
、
並
び

に
執
行
部
の
出
席
の
も
と
に
開
会
い
た
し
ま
し
た
。

協
議
事
項
は
、
平
成
二
十
七
年
第
二
回
臨
時
会
の
運
営
に
つ
い
て
で
あ
り

教

育

委

員

会

教

育

総

務

課

長

産
業
建
設
部
参
事
兼

農

林

振

興

課

長

産

業

建

設

部

商

工

観

光

課

長

産

業

建

設

部

建

設

課

長

教

育

委

員

会

生

涯

学

習

課

長

教

育

委

員

会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

会

計

管

理

者

兼

会

計

課

長

産

業

建

設

部

水

道

課

主

幹
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ま
す
。

ま
ず
、
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
日
の
一
日
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
事
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
、
開
会
宣
言
、
二
、
会
議
録
署
名
議
員

の
指
名
、
三
、
会
期
の
決
定
、
本
日
の
一
日
で
あ
り
ま
す
、
四
、
諸
般
の
報

告
、
五
、
議
案
の
提
案
説
明
、
六
、
議
案
の
審
議
、
こ
の
順
序
で
、
議
会
運

営
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

次
に
、
審
議
す
る
議
案
は
、
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
が
一
件
で
あ
り
ま
す
。

審
議
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
事
日
程
の
日
程
第
四
、
養
老
町
指
定
介

護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
上
程
後
、
提
案
説
明
を
受
け
、
今
回
に
限
り
常

任
委
員
会
で
の
審
査
を
省
略
し
、
た
だ
ち
に
、
質
疑
、
討
論
を
経
て
採
決
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
の
報
告
が
終
わ
り
ま
し

た
。お

諮
り
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
本
臨
時
会
の
会

期
は
本
日
の
一
日
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ

ん
か
。〔

「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
の
一
日
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

次
に
、
日
程
第
三
、
諸
般
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

本
日
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
り
ま

す
。

こ
れ
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
町
長
の
挨
拶
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
年
度
末
の
慌
し
い
中
、
ま
た
何
か
と
お
忙

し
い
中
御
出
席
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
も
っ
て
お
詫
び
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
来
な
ら
ば
先
に
開
か
れ
ま
し
た
平
成
二
十
七
年
第
一
回
養
老
町
議
会
定

例
会
に
て
審
議
を
い
た
だ
く
べ
き
案
件
を
、
今
回
臨
時
議
会
と
い
う
形
で
御

審
議
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
深
く
お

詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
変
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

原
因
と
い
た
し
ま
し
て
、
先
の
第
三
次
地
方
分
権
一
括
法
の
成
立
に
伴
い
、

介
護
保
険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
平
成
二
十
七
年

三
月
末
ま
で
に
前
回
提
出
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
養
老
町
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
と
あ
わ
せ
持
っ
て
今
回

上
程
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
条
例
の
制
定
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
担
当
職
員
が
通
達
を
見
落
と
し
た
こ
と
や

組
織
内
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
改
め
て
今
回
提
出
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
提
出
し
な
い
ま
ま
の
状
態
で
す
と

四
月
か
ら
は
法
令
違
反
状
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
急
遽
、
臨
時
会

を
招
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
回
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
御
審
議
を
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
担
当
職
員
の
み
な
ら
ず
、
複
数
の
部
署

で
二
重
、
三
重
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
近
隣
の
自
治
体
や
県
と
の
情
報
交
換
を

密
に
し
て
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
な
体
制
作
り
を
し
て
参
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
御
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
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本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

町
長
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

そ
れ
で
は
、
日
程
第
四
、
議
案
第
三
十
七
号

養

老
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
三
十
七
号

に
つ
い
て
、
御
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議
案
第
三
十
七
号

養
老
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
。

養
老
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介

護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
別
紙
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
平
成
二
十

七
年
三
月
二
十
六
日
提
出
。

制
定
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た

め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
、
第
三
次
地
方
分
権
一
括
法
）
の
施
行
に
伴
い
、

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
厚
生
労
働
省
令
等
に
よ
り
全
国
一
律
に
定
め
ら

れ
て
い
た
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
基
準
」
と
「
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
」
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
十
七
年
四
月
ま
で
に
厚
生

労
働
省
令
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
条
例
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
条
を
追
っ
て
説
明
を
申
し
上

げ
ま
す
。

本
条
例
は
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
の
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
一
章
、
総
則
は
、
第
一
条
か
ら
第
三
条
の
構
成
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
条
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
の
条
例
に
お
け
る
趣
旨
を
、
第
二

条
で
は
、
基
本
方
針
を
、
第
三
条
で
は
、
事
業
者
の
資
格
に
つ
い
て
規
定
し

て
お
り
ま
す
。

第
二
章
、
人
員
に
関
す
る
基
準
は
、
第
四
条
、
第
五
条
で
構
成
し
て
お
り

ま
す
。

第
四
条
で
は
、
従
業
者
の
員
数
を
、
第
五
条
で
は
、
管
理
者
の
基
準
を
規

定
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
章
、
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
第
六
条
か
ら
第
三
十
条
の
構
成
で
す
。

第
六
条
で
は
、
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
支
援
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て

の
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
に
関
す
る
基
準
を
、
第
七
条
で
は
、
事

業
者
は
、
正
当
な
理
由
な
く
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら

な
い
旨
を
、
第
八
条
で
は
、
事
業
者
が
、
利
用
申
込
者
に
対
し
自
ら
適
切
な

指
定
介
護
予
防
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
の
対

応
に
つ
い
て
、
第
九
条
で
は
、
事
業
者
が
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
の

提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
確
認
す
べ
き
内
容
に
つ
い
て
、
第
十
条
で
は
、

事
業
者
に
よ
る
、
利
用
申
込
者
の
要
支
援
認
定
の
申
請
に
関
す
る
援
助
に
つ

い
て
、
第
十
一
条
で
は
、
事
業
所
の
担
当
職
員
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携

行
と
、
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
対
応
等
を
、
第
十
二
条
で
は
、
事
業
者

が
利
用
者
か
ら
支
払
い
を
受
け
る
利
用
料
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
で
は
、
事

業
者
が
利
用
者
に
対
し
て
交
付
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
提
供
証
明
書
に
つ

い
て
、
第
十
四
条
で
は
、
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
支
援
の
一
部
を
委
託
す
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る
場
合
の
遵
守
事
項
を
、
第
十
五
条
で
は
、
事
業
者
が
、
毎
月
町
に
対
し
て

行
う
べ
き
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
等
の
報
告
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
で
は
、

利
用
者
か
ら
事
業
者
へ
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
事
業
者
は
当
該
利
用
者

に
対
し
、
直
近
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る

書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
第
十
七
条
で
は
、
利
用
者
に
不

正
等
が
あ
っ
た
場
合
の
町
へ
の
通
知
義
務
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
で
は
、
事

業
所
の
管
理
者
の
義
務
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
で
は
、
事
業
者
が
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
運
営
規
程
の
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
で
は
、
事
業
所
ご

と
に
担
当
職
員
等
の
勤
務
体
制
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
こ
と
等
を
、

第
二
十
一
条
で
は
、
事
業
所
の
設
備
及
び
備
品
等
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条

で
は
、
従
業
者
の
健
康
等
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
第
二

十
三
条
で
は
、
重
要
事
項
の
掲
示
の
義
務
を
、
第
二
十
四
条
で
は
、
事
業
所

の
担
当
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
責
務
及
び
事
業
者
が

秘
密
保
持
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
第
二
十
五
条

で
は
、
事
業
所
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
の
内
容
に
つ
い
て
、
第
二
十
六

条
で
は
、
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

か
ら
の
利
益
収
受
の
禁
止
等
を
、
第
二
十
七
条
で
は
、
事
業
者
の
支
援
等
に

係
る
苦
情
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
条
で
は
、
事
業
者
の
事
故

発
生
時
の
対
応
及
び
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場

合
の
賠
償
義
務
を
、
第
二
十
九
条
で
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
ご
と

の
会
計
の
区
分
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
で
は
、
事
業
者
が
整
備
、
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
章

介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、

第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
構
成
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
三
十
一
条
で
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
基
本
取
扱
方
針
に
つ
い
て
、

第
三
十
二
条
で
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
具
体
的
な
取
扱
方
針
に
つ
い
て
、

第
三
十
三
条
で
は
、
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
に
つ
い

て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

第
五
章

基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
基
準
の
第
三
十
四
条
で
は
、

第
二
条
及
び
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
、
基
準
該
当
介
護

予
防
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
旨
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。以

上
で
、
議
案
第
三
十
七
号

養
老
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
の

提
案
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

十
三
番

水
谷
久
美
子
君
。

○
十
三
番
（
水
谷
久
美
子
君
）

二
条
と
十
二
条
で
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

ず
第
二
条
で
す
け
れ
ど
も
、
当
該
事
業
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の

居
宅
に
と
う
た
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
可
能
な
限
り
の
定
義
と
い

う
の
は
、
要
綱
な
り
準
則
な
り
で
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
可
能
な

限
り
に
対
す
る
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
の
か
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
第
十
二
条
の
関
係
で
す
が
、
当
然
、
介
護
報
酬
単
価
が
あ
る

わ
け
で
、
こ
こ
に
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
と
の
額
に
不
合
理
な
差
額
が
生
じ
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
う
た
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
具
体
的
に

ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
か
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

野
村
健
康
福
祉
課
長
、
答
弁
。
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○
住
民
福
祉
部
健
康
福
祉
課
長
（
野
村
博
治
君
）

失
礼
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
水
谷
議
員
の
御
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
二
条
関
係
で

ご
ざ
い
ま
す
。
可
能
な
限
り
と
い
う
規
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
き

ま
し
て
は
利
用
者
の
方
が
可
能
な
限
り
近
い
と
い
う
こ
と
で
町
内
の
事
業
所

が
一
番
良
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
地
理
的
な
条
件
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
町
内
の
事
業
所
で
は
な
く
、
全
国
の
事
業
所
で
も

全
国
統
一
の
制
度
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
委
託
契
約
が
完
了
し
て
い
れ
ば
町

外
の
事
業
所
で
も
町
内
の
事
業
所
で
も
業
務
の
遂
行
は
可
能
だ
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
通
常
で
す
と
地
理
的
条
件
で
町
内
の
事
業
所
が
優

先
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
十
二
条
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
不
合
理
な
差
額
が
生
じ

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
御
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
想
定
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
給
付
制
限
等

が
か
か
っ
て
、
償
還
払
い
あ
る
い
は
代
理
受
領
と
い
う
場
合
を
想
定
し
て
お

り
ま
す
。
基
本
的
に
は
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
業
所
に
お
き
ま
し
て
は
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
に
つ
い
て
は
町
内
事
業
所
へ
プ
ラ
ン
の
作
成
業
務
を
委

託
し
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
利
用
者
の
方
に
対
し
ま
し
て
は
、
そ
の
料
金
を
徴
収

す
る
と
い
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
介
護
保
険
制
度
の
中
で
は
、
利
用
者

は
一
割
負
担
、
保
険
者
は
九
割
負
担
と
い
う
の
は
原
則
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
事
業

所
と
が
契
約
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
全
額
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
払
う
と

い
う
こ
と
で
、
仮
に
償
還
払
い
で
現
金
を
払
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
分
は
当

然
、
町
と
事
業
所
と
が
契
約
し
て
い
る
金
額
と
同
額
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
。

不
法
に
そ
こ
に
差
額
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
う
た
っ
た
条
項

で
あ
り
ま
す
。

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
を
、
原
案
の
と
お
り
、
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め

ま
す
。〔

賛
成
者
挙
手
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

挙
手
全
員
で
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

お
諮
り
し
ま
す
。

次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管
事
務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、

議
会
閉
会
中
も
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
議
会
閉
会
中
も
次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管
事

務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
を
い

た
し
ま
し
た
。―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
松
永
民
夫
君
）

こ
れ
で
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

会
議
を
閉
じ
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
閉
会
し
ま
す
。

ど
う
も
御
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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（
閉
会
時
間

午
後
四
時
二
十
分
）

右
、
会
議
の
次
第
を
こ
こ
に
記
録
し
、
そ
の
相
違
な
い
こ
と
を
証
す
る
た

め
こ
こ
に
署
名
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
六
日

議

長

松

永

民

夫

議

員

中

村

辰

夫

議

員

水

谷

久

美

子


